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提案評価基準 

 

１ 目的 

本基準は、令和８年度練馬区事務改善監査等支援業務委託にかかるプロポーザルを実

施するにあたり、提案内容の評価および応募事業者の順位付けを実施するために必要な

事項を定めるものである。 

 

２ 評価機関 

提案書の評価および受託候補者の選定は、令和８年度練馬区事務改善監査等支援業務

委託にかかる事業者選定委員会が行う。 

 

３ 評価方法 

（１）事前審査 

一次審査の前段階で、応募事業者が応募時に提出する書類等に基づき、「令和８年度練

馬区事務改善監査等支援業務委託にかかるプロポーザル募集要領」（以下「募集要領」と

いう。）で示す本件への参加資格をすべて満たしていること、欠格事項のいずれにも該当

していないことを確認する。 

参加資格を満たしていない場合または欠格事項に該当する場合は、失格とする。 

（２）形式確認 

応募事業者が提出する企画提案書および見積書等（以下「提案書等」という。）につい

て、つぎの事項を確認する。 

ア 募集要領および別紙３「提出書類作成要領」に定める内容を満たしていること。 

イ 令和８年度の見積額が、募集要領で示す概算経費を超えていないこと。 

（３）一次審査（提案書等の評価） 

ア 評価方法 

下記「４ 評価項目」に基づき、提案書等を審査する。 

イ 二次審査の対象事業者 

一次審査の結果により、応募事業者の順位付けを行い、上位３者程度を二次審査の

対象とする。 

（４）二次審査（提案書等およびプレゼンテーションの評価） 

ア 評価方法 

下記「４ 評価項目」に基づき、提案書等および二次審査の対象事業者が実施する

プレゼンテーションについて、提案内容を総合的に評価し、採点する。 

イ 受託候補者 

採点結果により応募事業者の順位付けを行い、点数が最も高い応募事業者を本件

にかかる契約の第一優先交渉事業者として選定する。 
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４ 評価項目 

提出書類作成要領で求める記載項目について、以下の評価項目に基づき評価を行う。 

No. 評価項目 一次審査 二次審査 

１ 事業者の適格性 ○  

２ 受託実績 ○  

３ 

提案の適合性 

（作成要領で求めた事項が記載され

ているか） 

○  

４ 事業者の適格性  ○ 

５ 提案の内容  ○ 

６ プレゼンテーション能力  ○ 

７ 費用の妥当性 △ ○ 

※ △：形式確認のみ実施する。 

 

５ 採点方法 

（１）採点の区分 

提案内容に基づいて算出する技術点（評価項目１～６）と、見積金額に基づいて算出す

る価格点（評価項目７）とに分けて採点する。 

（２）技術点と価格点の配点比率 

技術点：価格点の配点比率は、９：１とする。 

 

６ 総合評価 

一次審査での技術点および二次審査での技術点・価格点の合計を総合評価点とし、総合

評価点が最も高い事業者を第一優先交渉事業者とする。 


